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前回お伝えした「ＮＰＯ法人の概要」に引き続き、今回は設立の要件についてお伝えしたいと思いま

す。ＮＰＯ法人を設立することになったら、早速書類の準備に取り掛かりたいところですが、その前に。 
 ＮＰＯ法人になるには、下記表の要件を満たす必要があります。これをクリアするのが第一歩です。 
 

項番 NPO 法人設立の要件 チェック欄

１ 主な活動が、前回お伝えした１７の分野のいずれかに該当していること。 

２ 

その活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的にしている

こと。 
＊これは、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。 
つまり、サービスの対象者があらかじめ限定したり、特定されている場合は NPO とし

ての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となって NPO としては認

定されません。 

 

３ 

営利を目的にしていないこと。 
*いわゆる非営利のことです。ですから、活動により得た収益を構成員（役員、社員）

に分配することはできません。次年度の活動のために繰り越すことになります。また、

財産を構成員に還元することはできず、法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・

地方公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。

 

４ 
宗教活動を主たる目的としていないこと。 
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。 

５ 
政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としていないこと。 
政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則のことをいいます。

６ 
特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦、支持、反対することを目的として

いないこと。なお、特定の公職とは衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び

長の職をいいます。  

７ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。 

８ 特定の政党のために利用しないこと。 

９ 
法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができま

す。ただし、その他の事業で収益を生じた場合は、その収益は特定非営利活動に係る事

業に充てます。  

１０ 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下の団体でないこと。 

１１ 

・入会資格に制限の無い最低１０人以上の社員(会員)が必要 
なお、社員とは法人の構成員であり、法人の最高の意思決定機関である総会において議

決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個

人または法人、人格のない社団（いわゆる任意団体）であり、国籍、住所地等の制限は

ありません。ただし、社員と役員はおのおの兼ねられますので最低１４人ではなく最低

１０名いれば OK です。 
しかし、NPO 法人に対して多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を要件付

けていることから、「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」と規定されて

いて、もっとも重要な要件となっております 
たとえば、入会するために会員の紹介が必要等、ある一定の資格がないと入会できない

という条件がある場合は NPO 法人にはなれません。 
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１２ 

社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付けていないこと。 
なお、不当な条件とは社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らし

て合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してもいけませ

ん。 また、社員の退会は、自由でなければいけません。 なお、社員の資格の取得と

喪失については、定款に明示する必要があります 

 

１３ 

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。 
なお、報酬とは労働（役員としての活動に対する）の対価のことをいいます。例えば、

会議に出席するための交通費などは、費用弁償であり、報酬ではありません。また、兼

務で法人の職員として給与を得ている場合もこの報酬に当たりません。 
 

１４ 

役員として、理事３人以上、監事１人以上を置いています。 
役員とは理事及び監事のことをいいます。 
理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。ただし、定款

により代表権を制限することができます。理事は社員や職員を兼ねることができます。

監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ね

られますが、理事や職員を兼ねることはできません。 

 

１５ 

役員は、次の欠格事由に該当していません。 

・ 成年被後見人又は被保佐人 

・ 破産者で復権を得ないもの 

・ 禁固以上の刑に処せられ、２年を経過しない者 

・ 法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、２年を経過しない者 

・ 暴力団の構成員等 

・ 法第４３条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消し

の日から２年を経過しない者 
 

 

１６ 

それぞれの役員について、その配偶者又は３親等以内の親族が１人を超えて含まれてい

ないこと。また、当該役員とその配偶者及び３親等内の親族が、役員総数の３分の１を

超えて含まれていないこと。 

役員総数が５人以下の場合は、１人も役員になることができません。 

役員総数が６人以上８人以下の場合は、１人役員になることができます。 
 

 

１７ 会社に勤めの場合、兼業や役員、報酬を得てはいけない等、就業規則に反してないか。

１８ 

会計は、次に掲げる会計の原則に従って行っていること。 

・ 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。 

・ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

・ 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計に基づいて収支及び財政状態に関す

る真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 
 

 

 
 いかがでしょうか？これからたくさん確認が必要な方もいたかと思います。自分の活動や団体を想像

しながら、準備を進めるようにしましょう。ご不明の点等あればいつでもご相談ください。 

以上 
 


